
国
勢
調
査
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

調
査
事
項
の
一
部
を
削
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

第
二

各
種
の
方
法
に
よ
る
調
査
を
同
一
の
期
間
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

第
三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


